
 

               

 

 

 

 

   

災害時における物資供給に関する協定の締結について 

～迅速な被災者支援と災害復旧を目指します～ 
 

 この度、災害時において、本市の要請に基づき、機器や重機などが貸与される物資

供給に関する協定を締結しますので、お知らせします。 

 

１ 協定者 

 株式会社 東海大阪レンタル（大阪府大阪市中央区本町 2丁目 1番 6号堺筋本町

センタービル 16階） 

 

２ 貸与機器類 

（１）発電機や投光器、スポットクーラーなどの機器等 

（２）トラックや油圧ショベルなどの重機等 

 

３ 協定締結式 

（１）日時 令和６年２月６日（火）１０時００分 

（２）場所 和歌山市役所本庁舎７階 記者会見室 

（３）出席者 

  ・株式会社 東海大阪レンタル 

取締役執行役員社長   清水
し み ず

 誠
まこと

 様 

  ・和歌山市 

和歌山市長  

（４）その他  

締結式の中で、「災害協定締結事業所認定プレート」を手交します。 

 

 

担 当 課 
総合防災課 

技術管理課 

担 当 者 瓜生田、松平 

電    話 
(073)435-1199 

(073)435-1335 

内  線 5017、5460 

資 料 提 供 

令和６年２月１日 

認定プレート 

貸与される機器等のイメージ 

「認定プレート」とは 

・災害協定締結した事業者（３４企業）には、「防災とボランティアの日」 

である令和６年１月１５日から職員が訪問し、手交しています。 

・「食料品等の供給」、「生活物資等の供給」、「施設の利用」の３種類が 

あります。 
 

※事業者からの各種支援につきましては、大規模災害時に和歌山市の要請に 

より提供されるものです。 

 


